
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

告

示

○
福
島
県
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
を
改
定
し
た
件

二

規

則

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
十
一
号

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
福
島
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

ク

出
力
が
七
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

別
表
第
一
の
五
の
項
中

あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
風
力

発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業

「

ク

出
力
が
七
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
風
力

発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業

ケ

出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

出
力
が
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
万

あ
る
太
陽
電
池
発
電
所
の
設
置
の
工

ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
太
陽
電
池
発

を

事
の
事
業

所
の
設
置
の
工
事
の
事
業

」

コ

出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

出
力
が
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
万

あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
太
陽

ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
発
電
設
備
の

電
池
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業

設
を
伴
う
太
陽
電
池
発
電
所
の
変
更

工
事
の
事
業

キ電

に
改
め
る
。

キ新の

」
別
表
第
二
中
二
十
二
の
項
を
二
十
三
の
項
と
し
、
十
四
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
四

別
表
第
一

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十
パ
ー
セ

の
五
の
項
の
ケ

出
力

ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

又
は
コ
に
該
当

す
る
対
象
事
業

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位

修
正
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー

置

ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象
事
業

実
施
区
域
と
な
ら
な
い
こ
と
。

別
表
第
三
中
二
十
二
の
項
を
二
十
三
の
項
と
し
、
十
四
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
四

別
表
第
一

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十
パ
ー
セ

の
五
の
項
の
ケ

出
力

ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

又
は
コ
に
該
当

す
る
対
象
事
業

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー

置

ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象
事
業
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実
施
区
域
と
な
ら
な
い
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
、
条
例
第
五
条
第
三
項
第
二
号
（
同
条
第
四
項
及
び
条
例
第
二
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
又
は
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前

に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
認
可
若
し
く
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
（
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
そ
の
内
容
を
変
更
し
て
い
な
い
も
の
又
は
事
業
を
縮
小
し
て
実
施
さ
れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一

の
五
の
項
の
ケ
及
び
コ
に
係
る
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３

改
正
後
の
福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
同
規
則
第
六

条
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
の
作
成
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
環
境
共
生
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

福
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
福
島
県
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
を
改
定
し
た
。
こ
の
改
定
に
係
る
関
係
図
書
は
、
福
島
県
生
活

環
境
部
環
境
共
生
総
室
環
境
共
生
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
環
境
共
生
課
）
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